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　「単独のまちづくり」を進める三好町では、今年度から住みよいまち

づくり・住民サービスの充実をより一層図るために「町制」と「市制」につ

いて、町民の皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。　　　　

　そこで、来月から毎月15日号で新コーナー”一緒に考えよう!「町制」

と「市制」”を設けて５回シリーズで紹介していきます。  　　　　　 　　

　三好町の今後のまちづくりについて、一緒に考えてみませんか。「町制」

や「市制」についての皆さんの意見をお寄せください。　　　　　　　　

一緒に考えてみませんか？

「町制」と「市制」

掲載号 テーマ

第１回 　6月15日号 市制の要件

第２回 　7月15日号 市と町の違いについて①

第３回 　8月15日号 市と町の違いについて②

第４回 　9月15日号 国勢調査と町の歩み

第５回 10月15日号 市と町の違いについて③

▼問い合わせ＝市制準備室
　☎（32）8013　　
　　（32）2165
　　shisei@town.aichi-
   miyoshi.lg.jp

平成17年度

　三好町では、心の通う対話の町政を進めていこうと、町長と町
民の皆さんとの対話集会「皆さまと語る会」を開催しています。
　「新しいまちづくりについて」をテーマに、今年も各地区コミュ
ニティー単位で開催しますので、皆さんのご意見をぜひお聴かせ
ください。

地　区　名 と　　き と　こ　ろ

南部地区 5月28日（土）19:30～21:30 明知上公民館

北部地区 5月29日（日）19:00～21:00 黒笹公民館

天王地区 6月 4日（土）19:00～21:00 新屋児童館

三好地区 6月 5日（日）19:00～21:00 三好上公民館

西部地区 6月11日（土）19:00～21:00 福田福祉館

三好丘地区 6月12日（日）18:00～20:00 三好丘交流センター

皆さまと語る会を開催します
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■ 39 歳以下の健診日程

39歳以下の健診／各種健診が6月からスタート

　これまで各地区で行っていた住民健診が、今年度から「39歳以下の健診」として生

まれ変わります。

　高脂血症や高血圧、糖尿病などを代表とする生活習慣病の予防は、若いころからの健

康管理が大切です。１年に１回健診を受けて、自分の健康状態を確認しましょう。

▼とき・ところ＝下表のとおり

▼  対象＝町内在住で、学校や事業所などで健診を受ける機会のない15歳以上39歳以下

の人

▼  健診内容＝身体計測、尿検査、血圧測定、血液検査（総コレステロール、中性脂肪、

ＨＤＬコレステロール。女性のみ白血球、赤血球、血色素、ヘマトクリット）

※結核予防法の改正に伴い、胸部レントゲンは実施しません。

▼自己負担金＝無料

▼持ち物＝健康手帳（持っていない人は当日発行）

▼そのほか＝託児あり（ただしお子さんに必要なものは、各自で準備が必要）

日　　程 時　　間 実　施　場　所

6月21日（火）
9:00～11:00

保健センター
13:00～15:00　

6月22日（水） 9:00～11:00 三好丘交流センター

6月25日（土） 9:00～11:00
保健センター（40歳以上の人を
対象とした基本健診を併設）

6月28日（火） 9:00～11:00 明知上公民館

6月29日（水） 9:00～11:00 黒笹公民館
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平成17年度三好町健康診査受診券を発送します
　今年度も６月から基本健診やがん検診など、各種健診（検診）
が始まります。下記に該当する人に、５月中旬ごろ平成 17年
度健康診査受診券を発送しますので、自分の健康のために、ぜ
ひ健診（検診）を受けるようにしましょう。

▼  受診券発送対象＝今年度 30、40、45、50、55、60、65、
70歳になる人、または過去３年間にいずれかの健診（検診）
を受けたことがある人
※健診（検診）について、詳しくは広報みよし４月１日号折り込
みの「平成17年度保健事業日程表」を参照してください。
※受診券が届かなかった人も、希望する人は受診券を発行しま
す。詳しくは保健センターへお問い合わせください。
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40 歳 以 上 の 人

●住民健診について

　結核予防法の改正に伴い、各地区で行っていた住民健診が廃止になります。40歳以上の人

は保健センター（下表参照）、または町内協力医療機関（平成17年度保健事業日程表参照）で基

本健診を受けていただくことになります。基本健診は無料で受診できますので、自分の健康の

ためにも健診を受けるようにしましょう。

▼基本健診の内容＝下記のとおり

　必須項目…身体計測、尿検査、血圧測定、血液検査、診察

　選択項目…心電図、貧血検査、ヘモグロビンA1c検査、胸部レントゲン

保健センターからのお知らせ

日　程 時　間 場　所 そ　の　ほ　か

6月24日（金）
9:00～11:00

保健センター

乳がん検診併設（40歳以上の偶数年齢の女
性を対象。要予約（詳しくは広報みよし4月
15日号保健ガイド参照））13:00～15:00　

6月25日（土） 9:00～11:00 39歳以下の健診併設（右ページ参照）

■保健センターでの基本健診

三 好 町 健 康 診 査 の 変 更 点

　今年度も基本健診や各種がん検診（肺がん・胃がん・大腸がん・前立腺がん・子宮がん・乳がん）、

骨密度検診が始まります。自分の健康管理のためにも、ぜひこの機会に健診（検診）を受ける

ようにしましょう（各種健診（検診）の詳細は、広報みよし４月１日号折り込みの「平成17年度

保健事業日程表」一覧を参照）。

● 肺がん検診について

　これまで住民健診とともに実施していた肺がん検診も、今年度から町内協力医療機関で受け

ていただけるようになります。

▼実施期間＝6月1日（水）から12月27日（火）まで

▼検診内容＝①胸部レントゲン（2人の医師が読影）②喀
かくたん

痰細胞診検査

　※②の喀痰細胞診検査は次に当てはまる人のみ受けることができます。

　140歳以上で6カ月以内に血
けったん

痰があった人

　250歳以上でBI指数（喫煙年数×1日の本数）が600以上の人

▼自己負担金＝1,100円（喀痰検査を併せて受ける人は2,000円）

●胸部レントゲンについて

　胸部レントゲンは、1人につき1年に1度しか実施できません。そのため肺がん検診、または基

本健診での胸部レントゲンどちらかを選択していただくことになりますのでご注意ください。

なお基本健診での胸部レントゲンは結核やそのほかの胸の病気をみる検査、肺がん検診での胸

部レントゲンは特に肺がんを重点的にみる検査です。
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